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山添村人事行政の運営等の状況について 
１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１） 平成２２年度新規採用の状況（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

職 種 名 人  数 備    考 

一般行政職      － 人 保健師、保育士等を含む 

技能労務職        － 人 給食調理員、運転手等 

医 療 職        － 人  

 

（２） 平成２２年度退職者の状況（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

 区    分 定 年 

退 職 

勧 奨 

退 職 

普 通 

退 職 

分 限 

退 職 

懲 戒 

免 職 

失 職 死 亡 

退 職 

任 期 

満 了 

 合  計 

一般行政職  ２ ２      ４ 

技能労務職            

医療職          

 

（３） 部門別職員数の状況               （平成２２年４月１日現在） 

   区     分     職員数（人）   対前年増減数（人） 

  ２１年度   ２２年度  ２１年度  ２２年度 

一般行政部門 

 

 

 

 

 

 

 議 会 １ １   

 総 務 １５ １２ △２ △３ 

 税 務 ６ ６   

 民 生 １８ １８ △２  

 衛 生 ７ ８  １ 

 農 林  ８ ９  １ 

 商 工 ２ ２   

 土 木 ３ ３   

 小 計 ６０ ５９ △４ △１ 

特別行政部門  教 育 １５ １５   

公営企業等会計部門  水 道 ０ ０   

 診療所 ８ ８    

介護保険 ３ ３   

 小 計 １１ １１   

       合    計 ８６ ８５ △４ △１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 -

２ 職員の給与の状況 

 （１）人件費の状況（普通会計決算） 

区 分   住民基本台帳人口 

(平成２３年4月1日) 

  歳出額 

     Ａ 

 実質収支 人件費    

  Ｂ 

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

前年度の

人件費率 

22年度  人 

 ４，２４１ 

         千円 

2，907，528 

     千円 

125，599 

     千円

611，657 

     ％

21．0 

      ％

19．9 

  ＊人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。 

「普通会計」とは、国民健康保険特別会計など「特別会計」を除いた会計です。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分  職員数 

   Ａ 

      給   与   費 １人あたり給与費 

      Ｂ／Ａ  給 料  職員手当  期末･勤勉手当  計  Ｂ 

22年度      人 

73 

     千円 

281，643 

     千円 

46，380 

     千円 

99，831 

     千円 

427，854 

            千円 

5，861 

＊給与費は、退職手当を含んでいません。 

 

（３）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 

   ①一般行政職                  （平成２２年４月１日現在） 

  区 分  平 均 年 齢   平均給料月額   平均給与月額 

 山 添 村     ４５．６歳    ３４３,１００ 円   ４００,３５１ 円 

奈 良 県 ４４．２歳   ３４６,６３６ 円   ４３０,３９６ 円 

   国    ４１．９歳    ３２５,５７９ 円 －   円 

 ＊一般行政職とは、医療職・技能労務職を除いたものです。 

  ②技能労務職                                     （平成２２年４月１日現在） 

  区 分  平 均 年 齢   平均給料月額   平均給与月額 

 山 添 村      ５６．８歳 ２９１,９００ 円 ３１９,２２９ 円 

奈 良 県 ５０．０歳 ３６３,１３７ 円 ４２０,２７７ 円 

   国     ４９．３歳 ２８４,５１４ 円           －     円 

＊１．「平均給料月額」とは、平成２２年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本

給の平均です。 

２．「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、

時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものです。 

 

 （４）職員の初任給の状況      

                                      （平成２２年４月１日現在） 

区  分 山添村 奈良県 国 

一般行政職 大学卒 １７２,２００円 １７６,６５５円 １７２,２００円 

高校卒 １４０,１００円 １４２,７６６円 １４０,１００円 

技能労務職 高校卒 １３３,１００円 １３３,５２８円 ― 

中学卒 １２１,６００円 １２０,１４１円 ― 

 

 

（５）職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況     （平成２２年４月１日現在） 

   区    分       経験年数１０年  経験年数１５年  経験年数２０年 

 一般行政職  大学卒   ２６０,１００円   ２９７,４００円 ３４４,４００円 

 高校卒   ２０２,０００円 ２６０,１００円 ２９７,４００円 

 技能労務職  高校卒   １９４,４００円 ２３６,２００円 ２６２,５００円 

 中学卒   １７２,５００円 ２０３,６００円 ２４７,２００円 
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 （６）一般行政職の級別職員数の状況                  （平成２２年４月１日現在） 

 区分        標準的な職務内容  職員数  構成比 

 ６級  課長、課長同等職の職務 １０人 20.0％ 

５級  課長、課長同等職、課長補佐及びこれと同等の知識、経験

を必要とする業務を行う職務 

 

  １３人 

 

27.0％ 

  

 ４級 

 

 課長補佐及びこれと同等の知識、経験を必要とする業務を

行う職務 

  

１２人 

 

25.0％ 

 

 ３級   上級係員の職務   

８人 

 

16.0％ 

２級   中級係員の職務  

４人 

 

 8.0％ 

 １級   初級係員の職務    ２人 4.0％ 

＊ １ 山添村の給与条例に基づく行政職給料表の級区分による職員数です。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

 

 （７）昇給期間短縮の状況（平成２２年度） 

    区   分  合  計 一般行政職等 技能労務職   医療職 

職員数        Ａ     ８４人    ７５人     ７人 ２人 

普通昇給期間（12～24月)を短縮し

て昇給した職員数   Ｂ 

        人          人          人         人 

比率       Ｂ／Ａ         ％          ％          ％          ％ 

 

 （８）期末・勤勉手当の状況（平成２２年度） 

      山 添 村         国 

（平成２２年度支給割合） 

   期末手当 ２．６０月分 

   勤勉手当  １．３５月分 

（平成２２年度支給割合） 

   期末手当 ２．６０月分 

   勤勉手当  １．３５月分 

（加算措置の状況） 

      役職加算 ５～１０％ 

（加算措置の状況） 

    役職加算   ５～２０％ 

    管理職加算  １０～２５％ 

 

 （９）退職手当の状況（平成２２年４月１日現在） 

   区  分     山 添 村       国 

自己都合退職  勧奨･定年退職 自己都合退職  勧奨･定年退職 

勤続２０年支給率  23.50 月分   30.55 月分  23.50 月分   30.55 月分 

勤続２５年支給率  33.50 月分   41.34 月分  33.50 月分   41.34 月分 

勤続３５年支給率  47.50 月分   59.28 月分  47.50 月分   59.28 月分 

最高限度支給率  59.28 月分   59.28 月分  59.28 月分   59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

   （２～２０％加算） 

定年前早期退職特例措置 

   （２～２０％加算） 

 

 （１０）時間外勤務手当の状況 

 支 給 実 績      （平成２２年度決算）          １５，５６９ 千円 

 職員１人あたり平均支給年額（平成２２年度決算）            ３０５，２７５ 円 
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 （１１）特殊勤務手当の状況 

 支 給 実 績        （平成２２年度決算）             ４９６ 千円 

支給職員1人あたり平均支給年額（平成２２年度決算）           １４，５８８ 円 

 

 （１２）その他の職員手当の状況 

手 当 名   内容及び支給単価 国の制度 

との異同 

 国の制度と 

 異なる内容 

支給実績 

(22年度決算) 

支給職員1人あたり平均支

給年額 

(22年度決算) 

扶養手当 

 

 

 

 

 

 

 

・配偶者   13,000円 

・配偶者以外      

         6,500円 

・配偶者がいない場合の 

１人目    11,000円 

・特定年齢加算額 

               5,000円 

同               千円

１０,８５２ 

       円 

２４１,１５６ 

住居手当 

 

 

・借間・借家の場合    

  上限額 27,000円 

・自宅の場合(H21.12.1廃止) 

  新築・購入後５年間 

       2,500円 

同       千円 

１,４０３ 

       円 

２８０,６００ 

      

通勤手当 

 

 自動車等の使用者 

  距離区分に応じ 

  2,000円～24,500円 

同       千円 

４,４１２ 

 

        円 

６８,９３８ 

管理職手当  管理又は監督の地位に 

ある職員の場合 

 給料に支給割合（4～ 

8％）を乗じて得た額 

 

異 給料に支給割 

合（10～25 

％）を乗じて 

得た額 

     千円 

７,０９０ 

         円

３５４,５００ 

宿日直手当   宿日直勤務を命ぜられ 

た場合     4,200円 

同       千円

２,０９２ 

       円 

４１,０２０ 

管理職員特

別勤務手当 

 管理職手当支給対象職員

が臨時又は緊急の必要等に

より週休日等に勤務した場

合 

 ６時間以下 4,000円 

  ６時間超    6,000円 

同       千円 

８４ 

 

       円 

４,２００ 

  

（１３）特別職の報酬等の状況（平成２２年度） 

  区   分   給料（報酬）月額     期末手当の支給割合 

 給 

 

 料 

 村 長    ５０６,０００ 円 ２.９５月分 １５％の加算措置あり 

 副村長   ４４３,０００ 円 

 教育長 ４０７,０００ 円 

 報 

 

 酬 

 議 長    ２４８,０００ 円 ２.９５月分 １５％の加算措置あり 

 副議長    １９８,０００ 円 

 議 員    １７６,０００ 円 
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 （１）勤務時間の状況               （平成２２年４月１日現在） 

１週間の 

勤務時間 

１日の 

勤務時間 

開始時刻  終了時刻 休憩時間 

38時間45分 7時間45分 

 

8時30分 17時15分 12時00分 

 から 

13時00分 

（注）保育士等、特別の形態で勤務する必要のある職員で、上記により難いものについては、

別に定めています。 

 

 （２）年次有給休暇の取得状況（平成２２年１月１日から平成２２年１２月３１日） 

    （概要）暦年により２０日付与し、未取得分は２０日を限度として翌年へ繰り越 

       されます。 

 平 均 取 得 日 数       ９．１ 日 

 

 （３）特別休暇等の概要 

      区          分     付 与 日 数 

負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合 

９０日（結核性疾患の場合は１

年）の範囲内 

地震、水害、火災その他の災害等により出勤することが著

しく困難であると認められる場合 

必要と認められる期間 

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失

又は損壊した場合 

７日の範囲内で必要と認められ

る期間 

選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間 

証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出に応ずる場合 必要と認められる期間 

骨髄ドナー登録のため又は骨髄移植のため、配偶者、父母

等の近親者以外の者に骨髄液を提供するために勤務しな

いことがやむを得ないと認められるとき 

必要と認められる期間 

職員が自発的かつ報酬を得ないで社会に貢献する次の活

動を行う場合 

① 相当規模の災害が発生した被災地又は周辺地域で

の被災者支援活動 

② 身体障害者療護施設、特別養護老人ホーム等での活

動 

③ 傷害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営

むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援

する活動 

１年に５日の範囲内 

職員の婚姻の場合 ５日の範囲内 

生理日に勤務することが著しく困難である場合 １回につき２日以内 

職員が１歳未満の子を養育する場合 １日２回、１回につき３０分以

内 

配偶者の出産に伴い、勤務しないことが相当と認められる

場合 

２日の範囲内 
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配偶者が出産する場合で、出産予定日より８週間前（多胎

妊娠の場合は１４週間前）の日から産後８週間を経過する

日までの期間において、出産に係る子又は小学校就学前の

子を養育するため、勤務しないことが相当と認められる場

合 

５日の範囲内 

小学校就学前の子の看護のため勤務しないことが相当と

認められる場合 

１年に５日の範囲内 

忌引の場合 配偶者、実父母・・・・７日 

子・・・・・・・・・・５日 

実祖父母、兄弟姉妹・・３日 

           など 

夏季休暇 ７月から９月の期間内において

３日の範囲内 

妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が保健指導又は健

康診査を受ける場合 

１回につき、１日の勤務時間の

中で必要と認められる期間 

･妊娠満２３週まで  １回／４週 

･妊娠満24~35週まで １回／２週 

･妊娠満３６週～出産 １回／１週 

･出産後１年    その間に１回 

職員の出産の場合 次のいずれかの期間の中で職員

が請求した期間 

① 出産予定日より８週間前 

（多胎妊娠の場合は１４週間 

前）の日から産後８週間を 

経過するまでの期間 

② 産前の休暇を始める日か 

ら１６週間（多胎妊娠の場 

合は１８週間）を経過する 

日までの期間 

 

 

 （４）育児休業等の概要 

①育児休業・・・地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項に基づき、           

満３才までの子を養育するために全日取得できる制度 

    ②部分休業・・・ 地方公務員の育児休業等に関する法律第９条第１項に基づき、           

小学校就学の始期に達するまでの期間１日の勤務時間の一部を休業

できる制度 

 ③育児短時間勤務・・・小学校就学の始期に達するまでの子を養育し、当該子が小

学校就学の始期に達するまでの期間、養育のために一定の勤務の

形態から選択し、希望する日及び時間帯に勤務することができる

制度 

    ※育児休業又は部分休業により勤務しない時間は無給です。 

 ・取得状況                            （単位：人） 

   区    分  平成２２年度中に 

 新たに取得 

 平成２２年度前 

から継続取得 

    計 

 育児休業  女性職員 １ １ ２ 

 男性職員        ０       ０ ０ 

 部分休業  女性職員        ０       ０ ０ 

 男性職員        ０       ０ ０ 
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４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

  処分の種類  処分者数       内       容 

 分限処分          ０人  分限処分とは、公務能率の維持を目的とした処分で、

勤務成績が良くない場合、心身の故障のため職務の遂行

に支障等がある場合、職務に必要な的確性を欠く場合等

の際に職員に対して行われる処分です。 

 懲戒処分  免職          ０人  懲戒処分とは、職員の義務違反に対してその責任を問

い、規律と秩序維持するため行う処分で、職務上の義務

違反、全体の奉仕者にふさわしくない非行があった場合

等の際に職員に対して行われる処分です。 

 停職          ０人 

 減給          ０人 

 戒告          ０人 

 

５ 職員の服務の状況 

 地方公務員法第３０条において、すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために

勤務し、職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと定められてい

ます。この服務の基本原則を忠実に実行するため、職員には次の義務や制限が課せられていま

す。 

   区    分      内       容  違反者数 

命令に従う義務 

（地方公務員法第３２条） 

 職員は、法令に従い、かつ、上司の職務上の

命令に従わなければならない。 

       ０人 

信用失墜行為の禁止 

（地方公務員法第３３条） 

 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体

の不名誉となるような行為をしてはならない。 

       ０人 

秘密を守る義務 

（地方公務員法第３４条） 

 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 

      ０人 

職務に専念する義務 

（地方公務員法第３５条） 

 職員は、勤務時間中、職務に注意力のすべて

を用い、職務にのみ専念しなければならない。 

      ０人 

政治的行為の制限 

（地方公務員法第３６条） 

 職員は、政治的団体の結成に関与し、もしく

はこれらの団体の役員となってはならず、又は

これらの団体の構成員となるように、もしくは

ならないように勧誘運動をしてはならない。 

       ０人 

争議行為等の禁止 

（地方公務員法第３７条） 

 職員は、ストライキ等をしてはならない。        ０人 

営利企業等への従事制限 

（地方公務員法第３８条） 

 職員は、許可を受けなければ、営利企業等に

従事し、もしくは自ら営利を目的とする私企業

を営み、又は報酬を得ていかなる事業、事務に

も従事してはならない。 

       ０人 

 

６ 公平委員会の業務の状況 

  （公平委員会の権限：地方公務員法第８条） 

 ・  職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、        

判定し、及び必要な措置を執ること。 

 ・ 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。 

 勤務条件に関する措置の要求  なし 

 不利益処分に関する不服申立て  なし 
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７ 職員研修の状況 

研修先又は研修名 期 間 人 数       主 な 研 修 内 容 

奈良県市町村職員研修

センター 

  日間 

２５ 

   人 

１３

  

・新任課長補佐級職員研修・中堅職員研修 

・固定資産税評価実務研修・税務職員研修 

・自治体法務研修 等 

山辺広域行政事務組合 １ ４ ・広域合同職員研修 

 

 

８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 （１）職員の健康管理の状況 

   区   分    対 象 者   備    考 

 定期健康診断  全 職 員  

 結核健康診断  全 職 員  

 給食従業員健康診断  給食従業員  検便 

 成人病健康診断  ３０歳以上の職員  

 

 （２）公務災害補償制度 

     加 入 団 体  災害件数    災 害 の 概 要 

地方公務員災害補償基金奈良県支部     -  

 


